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はしがき

・ 本報告書は、独立行政法人国立公文書館（以下「当館」という。）が職務基準書の策定

を踏まえ、アーキビスト認証制度の創設を検討するため、令和元年（2019）に実施した

調査の報告書である。

・ 調査は、Ⅰ 日本におけるアーキビスト養成・認証制度、Ⅱ 諸外国におけるアーキビス

ト養成・認証制度、に分けて実施した。

・ Ⅰ 日本におけるアーキビスト養成・認証制度に係る調査は、先行研究等から調査対象

を抽出し、調査票を送付し、回答を得た。とりまとめた個別データは巻末に資料として

示した。

・ Ⅱ 諸外国におけるアーキビスト養成・認証制度に係る調査は、我が国におけるアーキ

ビスト認証制度の検討に資すると考えられるアメリカ、イギリス、フランス、オースト

ラリア、韓国の５か国を対象とし、調査項目を検討した上で、各国の事情に詳しい外部

の有識者に執筆を依頼した。

・ なお、参考として当館職員が中国について行った調査についても掲載した。執筆者は以

下のとおり。

アメリカ ： 坂口貴弘（創価大学講師）

イギリス ： 白川栄美（日本アーカイブズ学会役員）

フランス ： 岡崎敦 （九州大学大学院教授）

オーストラリア ： 森本祥子（東京大学文書館准教授）

韓国 ： 元ナミ （京都大学大学文書館助教）

(参考) 中国 ： 大澤武彦（国立公文書館公文書専門官）

・ 本調査報告の編集は、独立行政法人国立公文書館統括公文書専門官室（人材育成担当）

が担当した。
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ⅠⅠ  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成・・認認証証制制度度

11  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成  
11..11  高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる養養成成  

今回の調査では、参考文献1等をもとに下記の高等教育機関を調査対象とした。

・学習院大学大学院人文科学研究科 アーカイブズ学専攻

・九州大学大学院統合新領域学府 ライブラリーサイエンス専攻

・法政大学大学院人文科学研究科 アーキビスト養成プログラム

・駿河台大学大学院総合政策研究科 メディア情報学専攻

・筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻

・別府大学文学部史学・文化財学科 日本史・アーカイブズコース

 上記高等教育機関において、その目的にアーキビスト養成を掲げているのは、学習院大

学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻、法政大学大学院人文科学研究科アーキビス

ト養成プログラム、別府大学文学部史学・文化財学科日本史・アーカイブズコースの３つ

である。

中でも学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻は平成 20 年（2008）に設

置された、日本国内で「アーカイブズ学」の博士号・修士号を付与する唯一の高等教育機

関であり、修士号の取得には 30 単位以上が必要とされる。修士課程（博士前期課程）の

カリキュラム内容は、「アーカイブズ学演習」「アーカイブズ実習」「アーカイブズ・マネジ

メント論演習Ⅰ・Ⅱ」の必修科目と「アーカイブズ学理論研究」「記録史料学研究」「アー

カイブズ・マネジメント論研究」「情報資源論」の選択科目からなる。修了生は国内の公的

なアーカイブズ機関をはじめ、博物館やアーカイブズ関連企業など幅広く活躍している。 
 九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻は「高度情報化社会におけ

る新たな情報の管理・提供を実現する、情報専門職およびデータエンジニアリングの専門

家」の養成を掲げ、カリキュラム内容は「図書館情報学とアーカイブズ学の両学問分野に

共通する情報の管理・提供の概念や意義」を採り入れたものとなっている。具体的には専

門科目の中に「文書記録マネジメント論」「文書記録管理政策論」「公文書評価選別論」な

どの科目が開設されている。

法政大学大学院人文科学研究科アーキビスト養成プログラムは、「行政や企業のアーカ

イブズ部門、その他様々な分野でアーキビストとして活躍するための知識・理論の修得」

を目的として設けられたプログラムであり、必修８単位、選択 12 単位の取得をもって法

政大学大学院人文科学研究科長よりアーキビスト養成プログラム修了証が付与される。

 駿河台大学大学院総合政策研究科メディア情報学専攻と筑波大学大学院図書館情報メ

ディア研究科図書館情報メディア専攻は、現在、共に情報学が中心のカリキュラムとなっ

ている。
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別府大学文学部史学文化財学科文書館専門職（アーキビスト）養成課程は、必修科目 22
単位、選択科目 6 単位の履修により、別府大学学長から文書館専門職（アーキビスト）養

成課程修了証が交付される。今回の調査対象の内、学部レベルに設置されている唯一の事

例である。

 以上、高等教育機関におけるアーキビスト養成については、学習院大学大学院のみが博

士号・修士号を付与する教育課程を設置している状況ではあるものの、大学院レベルでは

九州大学大学院や法政大学大学院、また大学レベルでは別府大学、さらには今回調査対象

とはしていない大学院・大学においても、アーカイブズに係る科目を複数用意している事

例も存在するなど、拡がりを見せつつある。

11..22  そそのの他他のの機機関関ににおおけけるる養養成成  
 高等教育機関以外が実施しているアーキビスト関連の養成研修として、当館が把握して

いる下記の研修を取り上げた。

・国立公文書館 アーカイブズ研修Ⅰ

・国立公文書館 アーカイブズ研修Ⅱ

・国立公文書館 アーカイブズ研修Ⅲ

・国文学研究資料館 アーカイブズ・カレッジ（長期コース）

・国文学研究資料館 アーカイブズ・カレッジ（短期コース）

・企業史料協議会 ビジネスアーキビスト養成講座（基礎コース）

・企業史料協議会 ビジネスアーキビスト養成講座（応用コース）

・国立女性教育会館 アーカイブ保存修復研修（基礎コース＋実技コース）

・NPO 法人行政文書管理改善機構（ADMiC） 行政文書管理アカデミー

詳しくは後掲の個表をご覧いただくとして、ここでは概略を示すこととする。

 まず、当館の実施しているアーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲであるが、その対象は、「国又は地方

公共団体の設置する公文書館等の職員及び地方公共団体の文書主管課等の職員」、つまり

現職者が中心である。

アーカイブズ研修Ⅰは「歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する基本的

な事項」の習得を目的とした全５日間の初任者向け研修となっている。

アーカイブズ研修Ⅱは「特定のテーマに係る共同研究等を通じて公文書館における実務

上の問題点等の解決方策を習得させ、参加者の資質の向上を図る」ことを目的とする、全

３日間の研修であり、毎年テーマを変えて実施されている。

アーカイブズ研修Ⅲは、「公文書館法第４条第２項に定める公文書館専門職員として必

要な専門的知識」の習得を目的とした 90 時間（全３週間）の上級者向け研修であり、修

了には必修科目 28 単位、選択科目 20 単位以上の履修と、修了研究論文が必要とされる。

現在は最大３年間の分割履修が可能となっている。

ⅠⅠ  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成・・認認証証制制度度

11  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成  
11..11  高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる養養成成  

今回の調査では、参考文献1等をもとに下記の高等教育機関を調査対象とした。

・学習院大学大学院人文科学研究科 アーカイブズ学専攻

・九州大学大学院統合新領域学府 ライブラリーサイエンス専攻

・法政大学大学院人文科学研究科 アーキビスト養成プログラム

・駿河台大学大学院総合政策研究科 メディア情報学専攻

・筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻

・別府大学文学部史学・文化財学科 日本史・アーカイブズコース

 上記高等教育機関において、その目的にアーキビスト養成を掲げているのは、学習院大

学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻、法政大学大学院人文科学研究科アーキビス

ト養成プログラム、別府大学文学部史学・文化財学科日本史・アーカイブズコースの３つ

である。

中でも学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻は平成 20 年（2008）に設

置された、日本国内で「アーカイブズ学」の博士号・修士号を付与する唯一の高等教育機

関であり、修士号の取得には 30 単位以上が必要とされる。修士課程（博士前期課程）の

カリキュラム内容は、「アーカイブズ学演習」「アーカイブズ実習」「アーカイブズ・マネジ

メント論演習Ⅰ・Ⅱ」の必修科目と「アーカイブズ学理論研究」「記録史料学研究」「アー

カイブズ・マネジメント論研究」「情報資源論」の選択科目からなる。修了生は国内の公的

なアーカイブズ機関をはじめ、博物館やアーカイブズ関連企業など幅広く活躍している。 
 九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻は「高度情報化社会におけ

る新たな情報の管理・提供を実現する、情報専門職およびデータエンジニアリングの専門

家」の養成を掲げ、カリキュラム内容は「図書館情報学とアーカイブズ学の両学問分野に

共通する情報の管理・提供の概念や意義」を採り入れたものとなっている。具体的には専

門科目の中に「文書記録マネジメント論」「文書記録管理政策論」「公文書評価選別論」な

どの科目が開設されている。

法政大学大学院人文科学研究科アーキビスト養成プログラムは、「行政や企業のアーカ

イブズ部門、その他様々な分野でアーキビストとして活躍するための知識・理論の修得」

を目的として設けられたプログラムであり、必修８単位、選択 12 単位の取得をもって法

政大学大学院人文科学研究科長よりアーキビスト養成プログラム修了証が付与される。

 駿河台大学大学院総合政策研究科メディア情報学専攻と筑波大学大学院図書館情報メ

ディア研究科図書館情報メディア専攻は、現在、共に情報学が中心のカリキュラムとなっ

ている。
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 国文学研究資料館（正式名称：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料

館）のアーカイブズ・カレッジは、昭和 27 年（1952）から開始された日本におけるアー

カイブズ関係研修の草分けとも言えるものである。当初「近世史料取扱講習会」という名

称で開始され、昭和 63 年（1988）に「史料管理学研修会」、平成 15 年（2002）からは「ア

ーカイブズ・カレッジ」と改称・改組され現在に至る。アーカイブズ・カレッジは毎年東

京で開催される長期コースと、地方で開催される短期コースがある。平成 30 年（2018）
度現在、長期コースは 138 時間の講義時間数を有し、東京大学・一橋大学・中央大学・駒

澤大学・上智大学・京都府立大学など 14 の大学院で単位認定されている。修了には全科

目の履修と修了論文（12,000 字程度）の提出が必要とされる。また短期コースは６日間計

35 時間の講義時間数を有し、研修会終了後に修了論文（4,000 字程度）の提出が必要とさ

れる。

 企業史料協議会が開催しているビジネスアーキビスト研修講座は「文書管理、史資料管

理、社史編纂、ミュージアム、図書管理等の担当者」を主な対象とし、基礎コースと応用

コースに分かれている。ビジネスアーキビストに特化した講座となっており、基礎コース

は全４日計 12 時間、応用コースは全６回（各回３時間）計 18 時間のコースとなっている。

 独立行政法人国立女性会館のアーカイブ保存修復研修は基礎コースと実技コースに分

かれており、併せて計３日間で開催されている。「アーカイブの保存・提供に携わる実務者、

大学・機関等の図書館職員の方」を対象とする女性アーカイブに主眼を置いた研修となっ

ている。

NPO 法人行政文書管理改善機構の主催する行政文書管理アカデミーは、原則として国

の機関、自治体、独立行政法人及び公益法人等の職員を対象に、行政文書管理の専門的人

材（「行政文書管理士」）の育成を掲げ実施されている。12 科目約 100 時間の講義で構成

され、夏期集中講義（３泊４日）・冬期集中講義（２泊３日）を除き、通常はインターネッ

トを使った遠隔講義で実施される。

以上、高等教育機関以外が実施しているアーキビストの養成を目的とする研修は、当館

のアーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲと国文学研究資料館のアーカイブズ・カレッジ（長期・短期コ

ース）が、内容・期間において、本格的なアーキビストの養成研修として位置付けること

ができよう。

22  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト関関連連認認証証・・資資格格制制度度  
22..11  関関連連認認証証・・資資格格制制度度  

アーキビストに関連する認証制度として、下記の資格をとりあげた。

・日本アーカイブズ学会登録アーキビスト（日本アーカイブズ学会）

・文書情報管理士（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA））

・文書情報マネージャー（同上）

・記録情報管理士（一般社団法人 日本記録情報管理振興協会）
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・公文書管理検定（一般社団法人 日本経営協会）

・デジタル・アーキビスト（NPO 法人 日本デジタル・アーキビスト資格認定機構）

日本アーカイブズ学会登録アーキビストは、平成 23 年（2011）に創設された、日本国

内初のアーキビスト資格である。その目的には「日本におけるアーキビスト養成やその採

用等をめぐる諸課題に対して、一定の方向性を示し、その解決を促進する」ことを掲げて

いる。個人の登録申請に基づき、学会に設けられた登録アーキビスト資格委員会において

書類審査が実施され、合格した場合に学会長より登録証が交付される。資格の有効期間は

５年とされ、更新には研修会への参加実績や研究実績などが求められる。平成 29 年（2017）
より登録アーキビスト資格者のアーカイブズ学への知見を一層深めるとともに、資格者が

現場で抱える課題を共有し、専門的議論を深める機会を設けるため、登録アーキビスト研

修会を年１回開催している。平成 30 年（2018）度末時点で、76 名の登録アーキビストが

存在する。

文書情報管理士（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会）、文書情報マネージャー

（同左）、記録情報管理士（一般社団法人 日本記録情報管理振興協会）、公文書管理検定

（一般社団法人 日本経営協会）は、いずれも文書管理（主に現用文書）に係る資格であ

る。

デジタル・アーキビスト（NPO 法人 日本デジタル・アーキビスト資格認定機構）は、

「文化的価値がある各種の資料をデジタル情報として保存し、広く利活用していこうとす

る各分野のアーカイブズ活動の普及を支援するために、アーカイブの構築・設計、デジタ

ル情報の収集、加工、発信等に係る技術・能力を有する人材の資格」とあるように、主に

デジタル情報の保存と利活用に主眼を置いた資格となっている。

22..22  参参考考ととななるる資資格格制制度度  
アーキビスト認証制度の創設を検討する上で、類縁機関とされる図書館・博物館の専門

的職員（司書・学芸員）、近年国家資格となった公認心理師、当館と同じく独立行政法人が

認定を行っている消費生活専門相談員の４資格を調査した。

図書館の専門的職員である司書は、昭和 25 年（1950）の図書館法に基づく国家資格。

取得方法としては、１）大学（短大を含む）又は高等専門学校卒業生が司書講習を修了し

資格を得る、２）大学（短大を含む）で司書資格取得に必要な科目を履修し卒業を待って

資格を得る、３）３年以上司書補としての勤務経験者が司書講習を修了し資格を得る、と

いう３つの方法がある。平成 21 年（2009）の図書館法施行規則改正により、大学におけ

る司書資格取得のために必要な科目が、計 14 科目 20 単位から計 13 科目 24 単位へと増

加した。また、日本図書館協会では、平成 22 年度（2010 年度）から、「司書の専門性向上

に不可欠な図書館の実務経験や、実践的知識・技能を継続的に修得したものを、（中略）公

的に認定する」（日本図書館協会認定司書審査規程）認定司書制度を実施している。

博物館の専門的職員である学芸員は、昭和 26 年（1951）の博物館法の制定に基づく国

 国文学研究資料館（正式名称：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料

館）のアーカイブズ・カレッジは、昭和 27 年（1952）から開始された日本におけるアー

カイブズ関係研修の草分けとも言えるものである。当初「近世史料取扱講習会」という名

称で開始され、昭和 63 年（1988）に「史料管理学研修会」、平成 15 年（2002）からは「ア

ーカイブズ・カレッジ」と改称・改組され現在に至る。アーカイブズ・カレッジは毎年東

京で開催される長期コースと、地方で開催される短期コースがある。平成 30 年（2018）
度現在、長期コースは 138 時間の講義時間数を有し、東京大学・一橋大学・中央大学・駒

澤大学・上智大学・京都府立大学など 14 の大学院で単位認定されている。修了には全科

目の履修と修了論文（12,000 字程度）の提出が必要とされる。また短期コースは６日間計

35 時間の講義時間数を有し、研修会終了後に修了論文（4,000 字程度）の提出が必要とさ

れる。

 企業史料協議会が開催しているビジネスアーキビスト研修講座は「文書管理、史資料管

理、社史編纂、ミュージアム、図書管理等の担当者」を主な対象とし、基礎コースと応用

コースに分かれている。ビジネスアーキビストに特化した講座となっており、基礎コース

は全４日計 12 時間、応用コースは全６回（各回３時間）計 18 時間のコースとなっている。

 独立行政法人国立女性会館のアーカイブ保存修復研修は基礎コースと実技コースに分

かれており、併せて計３日間で開催されている。「アーカイブの保存・提供に携わる実務者、

大学・機関等の図書館職員の方」を対象とする女性アーカイブに主眼を置いた研修となっ

ている。

NPO 法人行政文書管理改善機構の主催する行政文書管理アカデミーは、原則として国

の機関、自治体、独立行政法人及び公益法人等の職員を対象に、行政文書管理の専門的人

材（「行政文書管理士」）の育成を掲げ実施されている。12 科目約 100 時間の講義で構成

され、夏期集中講義（３泊４日）・冬期集中講義（２泊３日）を除き、通常はインターネッ

トを使った遠隔講義で実施される。

以上、高等教育機関以外が実施しているアーキビストの養成を目的とする研修は、当館

のアーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲと国文学研究資料館のアーカイブズ・カレッジ（長期・短期コ

ース）が、内容・期間において、本格的なアーキビストの養成研修として位置付けること

ができよう。

22  日日本本ににおおけけるるアアーーキキビビスストト関関連連認認証証・・資資格格制制度度  
22..11  関関連連認認証証・・資資格格制制度度  

アーキビストに関連する認証制度として、下記の資格をとりあげた。

・日本アーカイブズ学会登録アーキビスト（日本アーカイブズ学会）

・文書情報管理士（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA））

・文書情報マネージャー（同上）

・記録情報管理士（一般社団法人 日本記録情報管理振興協会）
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家資格。取得方法としては、１）学士の学位を有し、大学で文部科学省令の定める博物館

に定める科目の単位を修得、２）大学に２年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含

めて 62 単位以上を修得し、３年以上学芸員補の職にある、３）文部科学大臣が、文部科

学省令で定めるところにより、上の２つにあげたものと同等以上の学力及び経験を有する

と認めたもの、とされる。３）の認定方法は試験認定と審査認定がある。平成 21 年（2009）
の博物館法施行規則改正により、大学における博物館に関する科目及び単位数が８科目 12
単位から９科目 19 単位と変更された。 

公認心理師は、平成 27 年（2015）の公認心理師法に基づく国家資格。もともと昭和 63
年（1988）から公益社団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定を開始した「臨床心理士」

という民間資格が存在し、その取得には、あらかじめ同会が認可した臨床心理士養成に関

する指定大学院の修了等を要する受験資格を取得した上で、試験に合格することが必要と

されている。平成 27 年（2015）、議員立法により公認心理師法が成立し、国家資格化が図

られた。「公認心理師」資格の取得には試験の合格が求められ、その受験資格は１）４年生

大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大

臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等、２）４年生大学で主務大臣指

定の心理学等に関する科目を修め、卒業後、省令で定める施設で一定期間の実務経験を積

んだ者等、３）主務大臣が１）２）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

た者、に与えられる。なお、大学において必要な科目は 25 科目、大学院において必要な

科目は 10 科目とされ、それぞれ 80 時間・450 時間以上の実習が課されている。 
消費生活専門相談員資格は、平成３年（1991）に創設された資格。独立行政法人国民生

活センターが第 23 回消費者保護会議決定（平成 2 年 12 月４日）に基づき「消費生活相談

に携わる相談員の資質、能力の向上等を図る」という目的で実施され、消費生活専門相談

員資格認定試験に合格することにより、同センター理事長より認定証が交付される。５年

間の更新制となっており、平成 30 年度末時点の取得者総数は 6,547 名。平成 20 年（2008）
度より、同センターにより消費生活専門相談員資格の更新のため、資格更新講座が開催さ

れている。なお、平成 28 年度より、「消費生活相談員」が国家資格として新たに創設され

た。現在、消費生活専門相談員資格認定試験に合格すると、消費生活相談員資格も取得で

きる仕組みとなっている。なお、「消費生活相談員」には更新制度はない。

1 朝日崇『実践 アーカイブ・マネジメント－自治体・企業・学園の実務－』（出版文化社、2011 年

10 月 17 日）、瀬畑源『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』（青弓社、2011 年 11 月 20
日）他。
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家資格。取得方法としては、１）学士の学位を有し、大学で文部科学省令の定める博物館

に定める科目の単位を修得、２）大学に２年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含

めて 62 単位以上を修得し、３年以上学芸員補の職にある、３）文部科学大臣が、文部科

学省令で定めるところにより、上の２つにあげたものと同等以上の学力及び経験を有する

と認めたもの、とされる。３）の認定方法は試験認定と審査認定がある。平成 21 年（2009）
の博物館法施行規則改正により、大学における博物館に関する科目及び単位数が８科目 12
単位から９科目 19 単位と変更された。 

公認心理師は、平成 27 年（2015）の公認心理師法に基づく国家資格。もともと昭和 63
年（1988）から公益社団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定を開始した「臨床心理士」

という民間資格が存在し、その取得には、あらかじめ同会が認可した臨床心理士養成に関

する指定大学院の修了等を要する受験資格を取得した上で、試験に合格することが必要と

されている。平成 27 年（2015）、議員立法により公認心理師法が成立し、国家資格化が図

られた。「公認心理師」資格の取得には試験の合格が求められ、その受験資格は１）４年生

大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大

臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等、２）４年生大学で主務大臣指

定の心理学等に関する科目を修め、卒業後、省令で定める施設で一定期間の実務経験を積

んだ者等、３）主務大臣が１）２）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め

た者、に与えられる。なお、大学において必要な科目は 25 科目、大学院において必要な

科目は 10 科目とされ、それぞれ 80 時間・450 時間以上の実習が課されている。 
消費生活専門相談員資格は、平成３年（1991）に創設された資格。独立行政法人国民生

活センターが第 23 回消費者保護会議決定（平成 2 年 12 月４日）に基づき「消費生活相談

に携わる相談員の資質、能力の向上等を図る」という目的で実施され、消費生活専門相談

員資格認定試験に合格することにより、同センター理事長より認定証が交付される。５年

間の更新制となっており、平成 30 年度末時点の取得者総数は 6,547 名。平成 20 年（2008）
度より、同センターにより消費生活専門相談員資格の更新のため、資格更新講座が開催さ

れている。なお、平成 28 年度より、「消費生活相談員」が国家資格として新たに創設され

た。現在、消費生活専門相談員資格認定試験に合格すると、消費生活相談員資格も取得で

きる仕組みとなっている。なお、「消費生活相談員」には更新制度はない。

1 朝日崇『実践 アーカイブ・マネジメント－自治体・企業・学園の実務－』（出版文化社、2011 年

10 月 17 日）、瀬畑源『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』（青弓社、2011 年 11 月 20
日）他。
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22  イイギギリリスス  

22..11  イイギギリリススににおおけけるるアアーーカカイイブブズズ制制度度のの概概要要  
22..11..11  用用語語のの定定義義  
イギリスでは、public records（≒公文書、以下「公記録」1という。）という用語は、

「Public Records Act 1958（PRA、以下「公記録法」という。）」附則 1「Definition of 
Public Records（公記録の定義）」の 2 項において定められた範囲内で想定される records
（記録2）のことであり、主に、政府機関、政府執行機関、国防軍、国民保健サービス（以

下「NHS」という。）機関 、裁判所によって作成あるいは受領された記録のことを指し、

媒体は問わない（附則 10）。その他に、例外はあるものの原則として公記録法附則 1 の 2
項(1)(a)、2 項(1)(b)、3 項、及び、4 項において定められた範囲内の機関や団体が作成する

記録は公記録であり、これらの機関や団体を「Public Records Body」（PRB、以下「公記

録機関」という。）と呼ぶ。政府が設立あるいは所有している機関や団体、政府が所有す

る土地を保持している機関や団体、あるいは、Crown status（王室認可）を付与されてい

る機関や団体も公記録機関であり、すべての公記録機関が公記録法に準拠しなくてはなら

ない。ただし、附則 1 項 2(2) 及び 3 項(2)に記載されている機関や団体が作成する記録3は

公記録と定められていない。公記録法において公記録と定められた記録はすべて Freedom 
of Information Act （情報自由法、以下「FOIA」という。）の対象となる（2005 年以降）。 

公記録法内に archivist（アーキビスト）という用語は出現しない。同法において公記録

の保存管理責任者は「The Keeper of Public Records（公記録管理者）」（附則 2～5）、

「Master of Rolls（マスター・オブ・ロールズ）」（附則 7）、及び「Lord Chancellor（大

法官）」（附則 8）と定められており、The Keeper of Public Records（公記録管理者）は

The National Archives UK（英国国立公文書館、以下「TNA」という。）の Chief Executive 
and Keeper（最高経営責任者兼館長）を指す。TNA の最高責任者は TNA に従事する者を

選べると公記録法にあるが、ここでもアーキビストという用語は使用されていない（附則

2(1)）。 
イギリスでは、地方自治体における記録の保存管理については「Local Government Act

1732（地方自治体法）」に定められているが、地方自治体法にもアーキビストという用語

は用いられていない。

County Records Office（州立記録局）を含めイギリスにおけるアーカイブズ4施設・機関

のほとんどが専門職員として qualified archivist（認定アーキビスト）を雇用しており、

アーキビストが専門職として全国規模で広く認知かつ採用されていることは間違いない。

認定アーキビストについては 2.2 及び 2.3 を参照。

22..11..22  アアーーカカイイブブズズ制制度度とと機機関関・・施施設設  
イギリスにおけるアーカイブズ制度の特徴は以下のとおりである。

（１）イギリスで 1838 年に初めて策定された公記録の保存管理に関する法律は司法記録
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を対象としたもので（Public Record Office Act 1838（公記録局法））、1950 年代に法制

度が見直された後も 2011 年まで公記録の管理並びに The Public Record Office（公記録

局、以下「PRO」という。2003 年 TNA に改組5）は司法省の管轄にあったこと、 
（２）Museums, Libraries and Archives Council（MLA 評議会）の解散に伴い、同評議

会が担ってきたアーカイブ分野における役割が TNA へ移譲されたことを受け、2011 年以

降、TNA がイングランド地方におけるアーカイブ分野の主導的立場として位置づけられ

たこと6、

（３）「Grigg System（グリッグ・システム）」によって記録の価値の定義及び評価選別

システムが確立され、現在も公文書管理制度の基盤となっていること7、

（４）The Royal Commission on Historical Manuscripts（王立手稿史料委員会）と

National Registers of Archives（全国アーカイブズ登録局）が 1869 年以来行なってきた、

法の管理下にない民間保有文書の保護を TNA が継続して行なっていること8、

（５）アーカイブ・サービスのイギリス標準「Archive Service Accreditation（アーカイ

ブ・サービス承認、以下「ASA」という。）」が存在し、TNA が主導していること9、

（６）専門職団体によってアーキビストの養成制度が構築され、現在もその主導にあるこ

と。

TNA は、1838 年に設立された PRO を母体とした国家アーカイブズで（2003 年に改

組）、2011 年より文化・メディア・スポーツ相（現デジタル・文化・メディア・スポーツ

省）管轄の執行機関に位置づけられている。現在イングランド地方及びウェールズ地方の

アーカイブズ分野において指導的役割を担っている（スコットランド地方及び北アイルラ

ンド地方にはそれぞれ国立公文書館が存在する）が、TNA と local records office（地方自

治体記録局）などの public archives（公的アーカイブズ機関）の間に法令上の上下関係は

ない。

イギリスには、地方自治体、大学、カレッジ、教育機関、企業、チャリティ団体、博物

館、図書館、及び、民間コミュニティなどにおいて独立したアーカイブズ施設、機関、あ

るいは団体が存在する。その他、地方自治体に存在するアーカイブ・サービスを提供する

課などの最小規模の事業単位を含めると、イギリスに現存するアーカイブズ施設や機関の

数は何千になると思われ、正確な数を把握するのは難しい。現在、TNA のウェブサイトで

確認できるアーカイブズ施設、機関や団体の数は 2,685 件であるが、この数は全国アーカ

イブズ登録局への登録が前提であるため、実際の数より少ない10。

22..22  イイギギリリススににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成  
22..22..11  概概要要

イギリスのアーキビスト養成は、主に高等教育機関での教育により行なわれている。こ

れは、専門職団体のひとつである Archives and Records Association（アーカイブズ及び

記録協会、以下「ARA」という。）11が承認（accredited）したプログラムを提供する大学

院において専門課程を修了することでアーキビストとして認定（qualified）されるシステ
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ムである。ここでは、どのような経緯でアーキビスト養成が高等教育機関において行なわ

れるようになったかを簡単にまとめ、TNA や専門職団体が提供する各種研修については、

2.2.3 及び 2.3 で紹介する。

イギリスには、1838 年から PRO が存在したにも関わらず、現在も、ドイツのマルブル

グ・アーカイブ大学校やフランスの国立古文書学校のような国家レベルにおける独立した

アーキビスト養成学校は存在しない。1902 年には、イギリスにもドイツのようなアーキビ

スト養成のための公的な仕組みが必要であることが Treasury Departmental Committee
（財務省委員会）の『Report on Local Records（地方記録に関する報告書）』ですでに指

摘されており、地方自治体からアーキビストを必要とする声も高まっていた12。大学に

School of Paleography（古文書学部）を開設することが推奨されたことを受け13、1912 年

までに、ロンドン大学ではフバート・ホールやヒラリー・ジェンキンソンなど PRO 職員

による古文書学の講義が、また、リバプール大学には School of Local History and
Paleography（地方史学及び古文書学部）が開設された14が、体系化されたアーキビスト養

成のためのプログラムや仕組みではなかった。The British Records Association（英国記

録団体、以下「BRA」という。）によってアーキビストの専門家教育と研修の必要性が協

議され始めたのは 1936 年頃である。しかし、BRA は独自のディプロマ資格試験制度を設

けることを避け、アーキビスト養成のための教育を大学で行なうよう働きかけた15。第二

次世界大戦後に、専門職団体及び全国アーカイブ登録局などの公的組織が地方自治体にお

ける records office（記録局）の設立とアーキビストの雇用を推奨したこと、並びに地方自

治体記録局と企業アーカイブズによる専門家雇用の要求が増加したことが主な要因となり、

1947 年に、イギリスにおいて初めて大学で図書館学や歴史学とは区別したアーキビスト

養成のための教育が始まる。アーキビスト養成には、専門的な知識とスキルを身につける

ための集中教育と訓練が必要であり、その教育と訓練が実務のサブカルチャーであること

が重要とされる。これは、1947 年から現在に至るまでイギリスにおけるアーキビスト養成

のモデルとなっている。

ロンドン大学（UCL）、リバプール大学、オックスフォード大学（ボドレイン図書館）

が 1947 年にそれぞれ独自に始めたプログラムが、現在の高等教育におけるアーキビスト

養成プログラムの始まりである（【表 1】参照）。3 大学におけるアーキビスト養成課程の

開始は「アーカイブ教育における画期的な出来事であり、新しい専門職の誕生を意味した」

16が、大学教育の認知度がすぐに上がることはなく修了生の就職先は限られていた。PRO
が大学院教育を修了した認定アーキビストを初めて雇用したのは1979年になってからで、

当時養成課程を修了したアーキビストは地方自治体記録局に就職するのが通常であった。

地方自治体記録局の増加に伴い、1960 年代から 1970 年代の大学院の養成プログラムは地

方自治体記録局で働くアーキビスト養成を目的にカリキュラムが組まれていた。

現在、アーキビストとして認定されるためには、ARA が承認するアーキビスト養成プロ

グラムを提供する大学院を修了しなければならない（2.2.2 参照）。この承認システムは、

1980 年に The Society of Archivists（アーキビスト団体、以下「SoA」という。）17が構 

を対象としたもので（Public Record Office Act 1838（公記録局法））、1950 年代に法制

度が見直された後も 2011 年まで公記録の管理並びに The Public Record Office（公記録

局、以下「PRO」という。2003 年 TNA に改組5）は司法省の管轄にあったこと、 
（２）Museums, Libraries and Archives Council（MLA 評議会）の解散に伴い、同評議

会が担ってきたアーカイブ分野における役割が TNA へ移譲されたことを受け、2011 年以

降、TNA がイングランド地方におけるアーカイブ分野の主導的立場として位置づけられ

たこと6、

（３）「Grigg System（グリッグ・システム）」によって記録の価値の定義及び評価選別

システムが確立され、現在も公文書管理制度の基盤となっていること7、

（４）The Royal Commission on Historical Manuscripts（王立手稿史料委員会）と

National Registers of Archives（全国アーカイブズ登録局）が 1869 年以来行なってきた、

法の管理下にない民間保有文書の保護を TNA が継続して行なっていること8、

（５）アーカイブ・サービスのイギリス標準「Archive Service Accreditation（アーカイ

ブ・サービス承認、以下「ASA」という。）」が存在し、TNA が主導していること9、

（６）専門職団体によってアーキビストの養成制度が構築され、現在もその主導にあるこ

と。

TNA は、1838 年に設立された PRO を母体とした国家アーカイブズで（2003 年に改

組）、2011 年より文化・メディア・スポーツ相（現デジタル・文化・メディア・スポーツ

省）管轄の執行機関に位置づけられている。現在イングランド地方及びウェールズ地方の

アーカイブズ分野において指導的役割を担っている（スコットランド地方及び北アイルラ

ンド地方にはそれぞれ国立公文書館が存在する）が、TNA と local records office（地方自

治体記録局）などの public archives（公的アーカイブズ機関）の間に法令上の上下関係は

ない。

イギリスには、地方自治体、大学、カレッジ、教育機関、企業、チャリティ団体、博物

館、図書館、及び、民間コミュニティなどにおいて独立したアーカイブズ施設、機関、あ

るいは団体が存在する。その他、地方自治体に存在するアーカイブ・サービスを提供する

課などの最小規模の事業単位を含めると、イギリスに現存するアーカイブズ施設や機関の

数は何千になると思われ、正確な数を把握するのは難しい。現在、TNA のウェブサイトで

確認できるアーカイブズ施設、機関や団体の数は 2,685 件であるが、この数は全国アーカ

イブズ登録局への登録が前提であるため、実際の数より少ない10。

22..22  イイギギリリススににおおけけるるアアーーキキビビスストト養養成成  
22..22..11  概概要要

イギリスのアーキビスト養成は、主に高等教育機関での教育により行なわれている。こ

れは、専門職団体のひとつである Archives and Records Association（アーカイブズ及び

記録協会、以下「ARA」という。）11が承認（accredited）したプログラムを提供する大学

院において専門課程を修了することでアーキビストとして認定（qualified）されるシステ
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【表 1】1947 年に開始された大学におけるアーキビスト養成のためのプログラム18 

大学名 コース／プログラム名 取得学位 備考

ロ ン ド ン 大 学

（UCL）
Archive Administration 
（アーカイブズ管理）

Diploma 
(ディプロマ) 

ヒラリー・ジェンキンソンと専門

職 団 体 の ひ と つ で あ る The
British Records Association（英

国記録団体）による図書館学との

併存

リバプール大学 Study of Records and 
Administration of Archives 
（記録及びアーカイブズ管理

学）

Diploma 
(ディプロマ) 

1954 年にはイギリスで初めてレ

コード・マネジメントが科目とし

て導入される

オックスフォー

ド大学

Bodleian Library's training 
scheme for archivists 
（ボドリアン図書館におけるア

ーキビストのための訓練プログ

ラム）

学 位 付 与 な

し

1980 年に閉設 

築した「a system of recognition of university courses（大学プログラムの認知システム」19 
が基となっている。大学教育の認知度問題が浮上した 1956 年以降、SoA による承認が重

要視されるようになった。そのことを受け、SoA は、アーキビスト養成教育の質を保つた

め 1980 年に認知システムを構築、さらに、1987 年に professional register（専門家登録）

制度を導入した。この制度の導入により、大学院の提供するプログラムが SoA に承認され

なければ、その大学院を修了した者はアーキビストとして認定されないだけでなく、専門

家としても SoA に登録できない仕組みを作り上げた20。そのため、大学院におけるアーキ

ビスト養成プログラムの内容は、1990 年代に大幅に変化することになる。さらに、2000
年に入ってからは、政府による distance learning（遠隔教育）の推奨方針を受け、アーカ

イブ教育においてもオンラインによる遠隔通信教育での提供が開始されるようになる（ア

ベリィストウィス大学など）。

ARA による承認システム確立により、大学院におけるアーキビスト養成教育プログラム

は、時代の変化と社会のニーズに対応するため、SoA と大学側との協働の下、改良が重ね

られた。現在、ARA（旧 SoA）の承認を受けている大学は、イングランド地方、ウェール

ズ地方、スコットランド地方を併せて 5 大学ある。プログラムは 5 年に一度見直され、

ARA の要求する標準に満たなければ承認が取り消されることもある（例えば、1990 年の

承認申請時にロンドン大学（UCL）の養成プログラムは承認されず、1 年間の期限付き仮

承認とされた。その後プログラムの内容を大幅に変更し、1993 年に新設したコースが現在

ロンドン大学（UCL)で提供されているコースの元になっている）21。ARA の承認基準に

ついては【表 2】を参照されたい。

認定アーキビストの制度化と ARA 承認システム確立に PRO は関与していない。1838
年の設立以来、PRO に従事する職員は国家公務員任用試験によって採用され、採用後は上

級職員による教育と研修によって訓練を受けることで専門家とみなされていた22。
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【表 2】ARA「承認」審査基準概要一覧23 
基準項目 概要

目的 イギリスにおけるすべてのアーキビストとレコード・マネジャーは、あらゆる媒体に

おけるアーカイブズと記録すべての保存管理における理論と実践の基本知識と原則

への深い理解があり、アーカイブズと記録の歴史的、行政的、並びに法的コンテクス

トに関する特別な知識があり、そして、アーカイブズと記録に関する国内外の法令及

び標準について精通している必要がある。また、国際的な背景において最新の研究と

ベスト・プラクティス、並びに、実務と研究における方法論に関して周知及び理解す

る必要がある。さらに、リーダーシップとマネジメント力に優れており、業務を遂行

できるスキルを保持しているべきである。

バランス 学問と実務の両方の知識とスキルが取得できること。伝統的なスキルと新しく開発

されたスキルが取得できること。

生徒（受講者） 学士あるいは同等の資格を取得していること。また、FARMER（アーカイブズ及び

記録管理における教育と研究のためのフォーラム。The Forum for Archives and 
Records Management Education and Research の略）が策定する入学前の実務研修

に関する指針に沿った実務経験を保持していること。

講師と教材 講師は上述の目的を達成できる人材を選ぶこと。アーカイブズ、記録管理、並びにデ

ジタル・キュレーションにおいて適切な実務経験があり、それらに関する最新の知識

を保持している者。

カリキュラム シラバス構築とその提供方法について ARA は枠組みなどの提供はしないが、プログ

ラ ム は Core Outcomes （ 核 と な る 成 果 ）を 達 成で き る も の で なく て は

ならない。アーカイブズと記録管理のどちらかに偏ったプログラムは承認しない。

Core Outcomes
（核となる成果）

・Recordkeeping: Theory and Principles（レコードキーピング：理論と原則）

・Recordkeeping: Systems and processes（レコードキーピング：仕組みとプロセス） 
・Curation and Stewardship（キュレーションと管理経営）

・Access, Advocacy and Stakeholders（利用公開、普及、並びにステークホルダー） 
Core Outcomes
（核となる成果）

の目的

・Recordkeeping: Theory and Principles（レコードキーピング：理論と原則）

受講者が、組織、コミュニティー、及び社会における記録とアーカイブズ、並び

に、それらの管理の本質、役割、及び目的に関する理論的かつ実践的理解を保持で

きるようになること。また、その知識をさらに発展させることができるようにさ

せること。

・Recordkeeping: Systems and processes（レコードキーピング：仕組みとプロセス） 
受講者が、ベスト・プラクティスの原理と標準を適用し、効果的な方針とプログ

ラムを計画かつ実装できるようになること。また、あらゆる媒体における記録と

アーカイブズの知的管理を確立かつ保持できるようになること。

・Curation and Stewardship（キュレーションと管理経営）

受講者が、あらゆる媒体における記録の受入れ、収蔵、並びに保存のために、効

果的な戦略方針と手順を計画かつ実装できるようになること。

・Access, Advocacy and Stakeholders（利用公開、普及、並びにステークホルダー） 
受講者が、以下の事項（［ ］内）のために、効果的な戦略方針と手順を計画か

つ実装できるようになること。［アーカイブズと記録の公開と審査。施設としての

アーカイブズの役割、目的、並びに、収蔵資料への理解・意識向上。アーカイブズ

と記録の利用促進。効果的な利用者ニーズへの対応］

【表 1】1947 年に開始された大学におけるアーキビスト養成のためのプログラム18 

大学名 コース／プログラム名 取得学位 備考

ロ ン ド ン 大 学

（UCL）
Archive Administration 
（アーカイブズ管理）

Diploma 
(ディプロマ) 

ヒラリー・ジェンキンソンと専門

職 団 体 の ひ と つ で あ る The
British Records Association（英

国記録団体）による図書館学との

併存

リバプール大学 Study of Records and 
Administration of Archives 
（記録及びアーカイブズ管理

学）

Diploma 
(ディプロマ) 

1954 年にはイギリスで初めてレ

コード・マネジメントが科目とし

て導入される

オックスフォー

ド大学

Bodleian Library's training 
scheme for archivists 
（ボドリアン図書館におけるア

ーキビストのための訓練プログ

ラム）

学 位 付 与 な

し

1980 年に閉設 

築した「a system of recognition of university courses（大学プログラムの認知システム」19 
が基となっている。大学教育の認知度問題が浮上した 1956 年以降、SoA による承認が重

要視されるようになった。そのことを受け、SoA は、アーキビスト養成教育の質を保つた

め 1980 年に認知システムを構築、さらに、1987 年に professional register（専門家登録）

制度を導入した。この制度の導入により、大学院の提供するプログラムが SoA に承認され

なければ、その大学院を修了した者はアーキビストとして認定されないだけでなく、専門

家としても SoA に登録できない仕組みを作り上げた20。そのため、大学院におけるアーキ

ビスト養成プログラムの内容は、1990 年代に大幅に変化することになる。さらに、2000
年に入ってからは、政府による distance learning（遠隔教育）の推奨方針を受け、アーカ

イブ教育においてもオンラインによる遠隔通信教育での提供が開始されるようになる（ア

ベリィストウィス大学など）。

ARA による承認システム確立により、大学院におけるアーキビスト養成教育プログラム

は、時代の変化と社会のニーズに対応するため、SoA と大学側との協働の下、改良が重ね

られた。現在、ARA（旧 SoA）の承認を受けている大学は、イングランド地方、ウェール

ズ地方、スコットランド地方を併せて 5 大学ある。プログラムは 5 年に一度見直され、

ARA の要求する標準に満たなければ承認が取り消されることもある（例えば、1990 年の

承認申請時にロンドン大学（UCL）の養成プログラムは承認されず、1 年間の期限付き仮

承認とされた。その後プログラムの内容を大幅に変更し、1993 年に新設したコースが現在

ロンドン大学（UCL)で提供されているコースの元になっている）21。ARA の承認基準に

ついては【表 2】を参照されたい。

認定アーキビストの制度化と ARA 承認システム確立に PRO は関与していない。1838
年の設立以来、PRO に従事する職員は国家公務員任用試験によって採用され、採用後は上

級職員による教育と研修によって訓練を受けることで専門家とみなされていた22。
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22..22..22  大大学学・・大大学学院院ににおおけけるる養養成成  
11））概概要要

上述のとおり、イギリスにおいてアーキビストを含むアーカイブズ、記録及び情報の保

存管理専門職の養成は大学院レベルで行なわれており、ARA が承認するアーカイブズ、記

録及び情報管理の専門プログラムを提供する大学において、フルタイムあるいはパートタ

イムで修士課程を修了し、Postgraduate Diploma（大学院ディプロマ、以下「PGDip」と

いう。）24あるいは修士号を取得することによりアーキビストとして認定される25。

現在 ARA が承認している大学は、5 大学（アイランドを除く）で、University College 
London（ロンドン大学（UCL）、以下「UCL」という。）、University of Liverpool（リ

バプール大学）、Aberystwyth University（アベリィストウィス大学）、University of 
Dundee（ダンディー大学）、及び University of Glasgow（グラスゴー大学）である26。

この中でアベリィストウィス大学とダンディー大学は遠隔通信教育コースを提供している。

プログラムの名称は大学によって異なる。

履修期間は大学によって異なるが、ほとんどの場合、PGDip を含むフルタイムの修士課

程で 9 か月から 12 か月間、パートタイムで 24 か月から 60 か月である。通常、9 月末に

スタートし、翌年の 9 月に修士論文を提出、12 月に修了証書を受領（PGDip は修士論文

が必須ではないため、6 月頃にコースを終え、12 月に卒業証書を受領）する。

入学（あるいは進学）には、学部（学士）を成績上位27で修了していることと関連分野で

の実務経験を保持していることの二つの条件が課せられており、これらは上記 5 大学すべ

てにおいて共通する。実務経験年数については、リバプール大学のように指定していない

場合を除き、2 週から 1 年と大学によって異なる。学部時代の専攻についてはどの大学も

特に指定していない28。

2019 年 7 月時点での各大学の情報は【表 3-1】～【表 3-5】29の通りである。

【表 3-1】University College London（ロンドン大学、UCL） 
地方名 イングランド

養成課程設置年 1947 年 
学部 Department of Information Studies（情報学部） 
学位30 MA（修士号）、PGDip 
名称 Archives and Records Management（アーカイブズ及びレコード・マネジメント） 
年数 フルタイム：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）

パートタイム：24～60 か月（MA）、18 か月（PGDip）
入学要件 ・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）

・実務経験（最低 1 年が望ましい）

・一定レベルの英語力（英語を母国語としない場合のみ）

遠隔通信教育 なし

備考 International Centre for Archives and Records Management（アーカイブズ及び

記録管理国際センター）と連携
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【表 3-2】University of Liverpool（リバプール大学） 
地方名 イングランド

養成課程設置年 1947 年 
学部 Department of History（史学部） 
学位 MA（修士号）、PGDip 
名称 Archives and Records Management（アーカイブズ及び記録管理、以下

「MARM」という。）、Archives and Records Management: International 
Pathway（アーカイブズ及び記録管理：留学生向け。以下「MARMI」と

いう。）

年数 フルタイム：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）
パートタイム：24 か月（MA）、18 か月（PGDip）

入学要件 ・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）

・実務経験（期間指定なし）

遠隔通信教育 なし

備考 Liverpool University Centre for Archives Studies（リバプール大学アー

カイブズ研究センター）と連携

【表 3-3】Aberystwyth University（アベリィストウィス大学） 
地方名 ウェールズ

養成課程設置年 1955 年 
学部 Department of Information Management, Libraries & Archives（情報管

理、図書館学及びアーカイブズ学部）

学位 MA（修士号）、PGDip 
名称 Archive Administration（アーカイブ管理） 
年数 オンサイト（フルタイム）：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）

遠隔通信教育：24 か月～60 か月（MA、PGDip）
入学要件 ・オンサイト：大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）。実務経

験（6 週間以上）

・遠隔通信教育：大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）。実務

経験（3 か月以上）。入学時点でアーカイブ分野で働いていること（働

いていない場合、受講期間中継続してアーカイブ分野でボランティアが

できること）。ある程度の IT 技術を取得しており、インターネットへ

のアクセスがあること。

遠隔通信教育 あり

備考 3 セメスター制 

【表 3-4】University of Dundee（ダンディー大学） 
地方名 スコットランド

設置年 2004 年 
学部 School of Humanities（人文学研究） 
学位 MSc31（修士号）、MLitt32（修士号）、PGDip 
名称 Archives and Records Management（アーカイブズ及び記録管理）、

Records Management with Digital Preservation（記録管理と電子記録

の保存）、Records Management and Information Rights（記録管理及

22..22..22  大大学学・・大大学学院院ににおおけけるる養養成成  
11））概概要要

上述のとおり、イギリスにおいてアーキビストを含むアーカイブズ、記録及び情報の保

存管理専門職の養成は大学院レベルで行なわれており、ARA が承認するアーカイブズ、記

録及び情報管理の専門プログラムを提供する大学において、フルタイムあるいはパートタ

イムで修士課程を修了し、Postgraduate Diploma（大学院ディプロマ、以下「PGDip」と

いう。）24あるいは修士号を取得することによりアーキビストとして認定される25。

現在 ARA が承認している大学は、5 大学（アイランドを除く）で、University College 
London（ロンドン大学（UCL）、以下「UCL」という。）、University of Liverpool（リ

バプール大学）、Aberystwyth University（アベリィストウィス大学）、University of 
Dundee（ダンディー大学）、及び University of Glasgow（グラスゴー大学）である26。

この中でアベリィストウィス大学とダンディー大学は遠隔通信教育コースを提供している。

プログラムの名称は大学によって異なる。

履修期間は大学によって異なるが、ほとんどの場合、PGDip を含むフルタイムの修士課

程で 9 か月から 12 か月間、パートタイムで 24 か月から 60 か月である。通常、9 月末に

スタートし、翌年の 9 月に修士論文を提出、12 月に修了証書を受領（PGDip は修士論文

が必須ではないため、6 月頃にコースを終え、12 月に卒業証書を受領）する。

入学（あるいは進学）には、学部（学士）を成績上位27で修了していることと関連分野で

の実務経験を保持していることの二つの条件が課せられており、これらは上記 5 大学すべ

てにおいて共通する。実務経験年数については、リバプール大学のように指定していない

場合を除き、2 週から 1 年と大学によって異なる。学部時代の専攻についてはどの大学も

特に指定していない28。

2019 年 7 月時点での各大学の情報は【表 3-1】～【表 3-5】29の通りである。

【表 3-1】University College London（ロンドン大学、UCL） 
地方名 イングランド

養成課程設置年 1947 年 
学部 Department of Information Studies（情報学部） 
学位30 MA（修士号）、PGDip 
名称 Archives and Records Management（アーカイブズ及びレコード・マネジメント） 
年数 フルタイム：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）

パートタイム：24～60 か月（MA）、18 か月（PGDip）
入学要件 ・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）

・実務経験（最低 1 年が望ましい）

・一定レベルの英語力（英語を母国語としない場合のみ）

遠隔通信教育 なし

備考 International Centre for Archives and Records Management（アーカイブズ及び

記録管理国際センター）と連携
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び情報権利）

年数 パートタイム：30～60 か月（MSc、MLitt）、24～48 か月（PGDip） 
入学要件 ― 
遠隔通信教育 オンサイト教育はなく、遠隔通信教育のみ

備考 ・上記全てのコースにおいて留学生のためのコースを設けている。

・コース開始は、1 月、5 月、もしくは、9 月。

・上記コースの他に Family and Local History（家系史及び地方史）の修

士課程も提供33。

・Centre for Archive and Information Studies（アーカイブ及び情報研究

センター）と連携

【表 3-5】University of Glasgow（グラスゴー大学） 
地方名 スコットランド

設置年 ― 
学部 Department of Information Studies（情報学部、以下「DIS」という。） 
学位 MSc（修士号）、PGDip 
名称 Information Management and Preservation（情報管理と保存） 
年数 フルタイム：12 か月（MSc）、9 か月（PGDip）

パートタイム：24 か月（MSc）
入学要件 ・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）あるいは同等の資格

（GPA3.0 以上など）

・実務経験（2 週間以上）

遠隔通信教育 なし

22））カカリリキキュュララムムのの内内容容

プログラムの内容は各大学によって様々であり、それぞれ特色がみられる。例えば、UCL
はイギリスで唯一アーカイブズ、記録管理及び図書館情報学すべてを同一学部で学べる大

学であり、グラスゴー大学では、DIS の設立により電子記録の保存などアーカイブ分野に

おける情報技術に関する講義と実習が充実している。また、リバプール大学は記録管理に

強く、その理由は、早くから記録管理を科目としてプログラムに取り入れたこと（1957 年）

や 1960 年代にマイケル・クックが講師として着任したことが大きい34。 
プログラムの内容は ARA の承認基準を満たす必要があるが、シラバスの内容は大学に

よって異なる。通常、講義（ワークショップを含む）、実習、及び修士論文で構成されて

おり、5 大学すべてにおいて必須科目と選択科目の両方を提供している。必須科目の種類

や内容に大きな違いはなく、ARA の承認基準における「Core Outcomes（核となる成果）」

を達成するための内容になっていることがわかる。選択科目は大学によって様々であるが、

古文書学（特に 17 世紀以前）やデジタル・キュレーション及びデータベース構築などの情

報学系の講義などは選択としている大学が多い。選択科目を最多数提供しているのはダン

ディー大学（遠隔通信教育のみ）で、写真・映画・音楽資料の管理保存の講義、オーラル・

ヒストリーの講義、情報職のための災害マネジメントの講義などの他に、British Armed
Force（イギリス軍）の記録を研究するためのミリタリー・アーカイブズという講義なども



− 29 −

あり、非常に充実している。また、UCL に情報ガバナンスの講義、リバプール大学に国際

レコードキーピングの講義、アベリィストウィス大学に図書館司書学の講義、グラスゴー

大学にテキスト・エンコーディングの講義などが選択科目のひとつとして提供されている

のも、各大学の特色が表れており興味深い。

講義は、常勤のアカデミック・スタッフ（コース・ディレクターを含め 1 名～3 名）、

名誉教授及び自校のアーカイブズやレコード・オフィスに従事するアーキビストやレコー

ド・マネジャー、並びに複数の外部講師によって行なわれている場合がほとんどである。

外部講師は、特定の分野におけるスペシャリスト（例えば、著作権法の専門家）、

International Council on Archives（国際アーカイブズ評議会）や ARA のような専門職団

体の上級職員、TNA の職員、あるいは情報管理職として経験豊富なプロのアーキビストや

レコード・マネジャーを採用している大学がほとんどである。

 大学で提供されているシラバスと単位数の一例としてリバプール大学のプログラムを

【表 4】に紹介する（2019 年 7 月時点のもの）。 

【表 4】リバプール大学大学院 MARM2020 年度のモジュール名と取得単位数一覧35 
モジュール名 単位数

必須科目 Recordkeeping Theory and Practice（レコードキーピングの理論と実践） 30 

必須科目 Recordkeeping Systems and the Organisational Context（レコードキーピン

グの仕組みと組織背景の理解）

15 

必須科目 English Post-medieval Records (reading and Interpretation) （イギリスに

おける中世以降の記録：読解と解釈）

15 

必須科目 Managing Services, Access and Preservation（サービス、利用公開、保存に

おけるマネジメント）

30 

必須科目36 Dissertation（修士論文） 60 

選択科目 International Recordkeeping（海外のレコードキーピング） 15 

選択科目 Medieval Palaeography（中世古文書学） 15 

選択科目 Digital Records: Their Nature, Use and Preservation in the Information 
Society（電子記録：情報社会におけるその性質と利用と保存）  

15 

併せて、筆者が受講した 2010 年‐2011 年のプログラムを参考例として紹介する（【表

5】）。 

び情報権利）

年数 パートタイム：30～60 か月（MSc、MLitt）、24～48 か月（PGDip） 
入学要件 ― 
遠隔通信教育 オンサイト教育はなく、遠隔通信教育のみ

備考 ・上記全てのコースにおいて留学生のためのコースを設けている。

・コース開始は、1 月、5 月、もしくは、9 月。

・上記コースの他に Family and Local History（家系史及び地方史）の修

士課程も提供33。

・Centre for Archive and Information Studies（アーカイブ及び情報研究

センター）と連携

【表 3-5】University of Glasgow（グラスゴー大学） 
地方名 スコットランド

設置年 ― 
学部 Department of Information Studies（情報学部、以下「DIS」という。） 
学位 MSc（修士号）、PGDip 
名称 Information Management and Preservation（情報管理と保存） 
年数 フルタイム：12 か月（MSc）、9 か月（PGDip）

パートタイム：24 か月（MSc）
入学要件 ・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）あるいは同等の資格

（GPA3.0 以上など）

・実務経験（2 週間以上）

遠隔通信教育 なし

22））カカリリキキュュララムムのの内内容容

プログラムの内容は各大学によって様々であり、それぞれ特色がみられる。例えば、UCL
はイギリスで唯一アーカイブズ、記録管理及び図書館情報学すべてを同一学部で学べる大

学であり、グラスゴー大学では、DIS の設立により電子記録の保存などアーカイブ分野に

おける情報技術に関する講義と実習が充実している。また、リバプール大学は記録管理に

強く、その理由は、早くから記録管理を科目としてプログラムに取り入れたこと（1957 年）

や 1960 年代にマイケル・クックが講師として着任したことが大きい34。 
プログラムの内容は ARA の承認基準を満たす必要があるが、シラバスの内容は大学に

よって異なる。通常、講義（ワークショップを含む）、実習、及び修士論文で構成されて

おり、5 大学すべてにおいて必須科目と選択科目の両方を提供している。必須科目の種類

や内容に大きな違いはなく、ARA の承認基準における「Core Outcomes（核となる成果）」

を達成するための内容になっていることがわかる。選択科目は大学によって様々であるが、

古文書学（特に 17 世紀以前）やデジタル・キュレーション及びデータベース構築などの情

報学系の講義などは選択としている大学が多い。選択科目を最多数提供しているのはダン

ディー大学（遠隔通信教育のみ）で、写真・映画・音楽資料の管理保存の講義、オーラル・

ヒストリーの講義、情報職のための災害マネジメントの講義などの他に、British Armed
Force（イギリス軍）の記録を研究するためのミリタリー・アーカイブズという講義なども
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【表 5】リバプール大学大学院 MARM2010 年度のモジュール名と概要一覧37 

33））修修了了者者のの主主なな就就職職先先

専門職団体のひとつである ARA のウェブサイトによると、イギリスにおけるアーキビ

ストの主な就職先は、TNA を含む国のアーカイブズ機関、大学アーカイブズ、博物館アー

カイブズ、企業アーカイブズ、そして、チャリティ団体アーカイブズが挙げられている。

また、イギリスに存在するアーキビストの半分は地方自治体のアーカイブズ（アーカイブ

ズ・サービスを提供する課単位のものを含む）あるいは記録局で雇用されているとある39。

 筆者が卒業したリバプール大学の例を参考まで紹介する。修了後は地方自治体のアーキ

ビスト職からキャリアをスタートさせる者が最も多いが、大学アーカイブズや企業アーカ

イブズへの就職も目立つ。アーキビストではなく Data Protection Officer（情報保護職員）

など情報スペシャリストとしてキャリア形成をスタートする例や、国連及び European
Union Commission（欧州委員会）などの国際機関に就職する例もある。国際的なコンサ

ルタントを行う International Records Management Trust（国際記録管理トラスト）など

の団体や国外に拠点を置く外資企業のアーカイブズに従事し海外で活躍する者も少なくな

い。雇用形態はパートタイムや短期契約など様々であるが、課程修了後すぐに契約期限の

ない正規職員のポストに就ける機会は多くない。たいていの場合プロジェクトベースで雇

用され、雇用期間は 6 か月から 2 年が一般的なようである。リバプール大学の養成課程修

モジュール名 概要

Recordkeeping Theory and Principles （レコードキーピングの理論と原則） 必須科目

Recordkeeping Systems and Process （レコードキーピング・システムとプロセス） 必須科目

Digital Records: their nature, use and preservation in the information society （電

子記録：情報社会におけるその本質、利用、保存について）

必須科目

Documentation and Description （ドキュメンテーションと記述） 必須科目

Exploitation, Preservation, and use of records in the repository （収蔵機関におけ

る記録の利活用と保存）

必須科目

International Recordkeeping （国際レコードキーピング） 選択科目

Management Skills （マネジメント・スキル） 必須科目

Modern Paleography （近代古文書学） 必須科目

The Archives and Records Challenges in the Digital Information Society 
(ARCHIDIS) Intensive Program 2011：Appraisal and Social Memory （「デジタル

情報社会におけるアーカイブズと記録に関わる課題」集中プログラム 2011 年：評価

選別）38 

選択科目
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了生の就職率は、全ての雇用形態を含めると 99%とのことである40。 

22..22..33  公公文文書書館館及及びび公公文文書書館館附附属属機機関関ににおおけけるる養養成成  
11））概概要要

TNA では、公記録を TNA に移管する政府機関の職員と公記録機関の職員を対象にした

記録と情報マネジメントに関する研修プログラムを定期的に提供しているだけでなく、近

年では地方のアーキビストへの研修も行なっている。その他、アーキビストとしてのキャ

リアを歩むために修士課程への入学を考えている者を対象とした 1 年間の traineeship
programme（見習い訓練生雇用プログラム）を設け、毎年 Trainee（見習い訓練生）を約

2 名雇用している。また、近年の情報技術の発展と変化を受け、アーカイブズ分野に精通

した IT 技術者を養成するためのプログラムなども無料で提供している41。

22））研研修修のの種種類類、、受受講講対対象象、、機機関関

TNA へ公記録を移管する政府機関と公記録機関の職員を対象とした記録と情報マネジ

メントに関する研修は、短期間のコースやイベント的なものを含め定期的に提供されてい

る。TNA のウェブサイトに紹介されている 5 つの研修プログラムの概要を、以下のとお

り、【表 6】に紹介する。

1）概要で言及したアーカイブズ分野に精通した IT 技術者を養成するためのプログラム

については、「Bridging the Digital Gap: Technical Traineeships in Archives（デジタル

格差を縮める：アーカイブズ施設における技術見習い訓練生雇用）」プログラムを一例と

して紹介する42。この研修プログラムの対象者は IT 技術関連の学生等で、TNA に雇用さ

れた後、Trainee（見習い訓練生）として研修先のアーカイブズに派遣される。そこで 15
か月間実際のプロジェクトに参加し、アーカイブズ分野について学びながら実務経験を得

る。15 か月間の実務を終了した後は、ARA が発行する recognised certificate（認定証明

書）の取得に向け、文化遺産分野でキャリアを始められるような技術を構築するというも

のである。 

22..22..44  独独立立のの教教育育機機関関等等ににおおけけるる養養成成  
11））概概要要

イギリスにはアーキビスト養成のための独立した教育機関は存在しないが、専門職団体

がアーキビストの養成と教育に深く関与している（2.3 参照）。 

22..33  イイギギリリススににおおけけるるアアーーキキビビスストトのの在在りり方方とと認認証証・・資資格格制制度度  
22..33..11  概概要要43  

【表 5】リバプール大学大学院 MARM2010 年度のモジュール名と概要一覧37 

33））修修了了者者のの主主なな就就職職先先

専門職団体のひとつである ARA のウェブサイトによると、イギリスにおけるアーキビ

ストの主な就職先は、TNA を含む国のアーカイブズ機関、大学アーカイブズ、博物館アー

カイブズ、企業アーカイブズ、そして、チャリティ団体アーカイブズが挙げられている。

また、イギリスに存在するアーキビストの半分は地方自治体のアーカイブズ（アーカイブ

ズ・サービスを提供する課単位のものを含む）あるいは記録局で雇用されているとある39。

 筆者が卒業したリバプール大学の例を参考まで紹介する。修了後は地方自治体のアーキ

ビスト職からキャリアをスタートさせる者が最も多いが、大学アーカイブズや企業アーカ

イブズへの就職も目立つ。アーキビストではなく Data Protection Officer（情報保護職員）

など情報スペシャリストとしてキャリア形成をスタートする例や、国連及び European
Union Commission（欧州委員会）などの国際機関に就職する例もある。国際的なコンサ

ルタントを行う International Records Management Trust（国際記録管理トラスト）など

の団体や国外に拠点を置く外資企業のアーカイブズに従事し海外で活躍する者も少なくな

い。雇用形態はパートタイムや短期契約など様々であるが、課程修了後すぐに契約期限の

ない正規職員のポストに就ける機会は多くない。たいていの場合プロジェクトベースで雇

用され、雇用期間は 6 か月から 2 年が一般的なようである。リバプール大学の養成課程修

モジュール名 概要

Recordkeeping Theory and Principles （レコードキーピングの理論と原則） 必須科目

Recordkeeping Systems and Process （レコードキーピング・システムとプロセス） 必須科目

Digital Records: their nature, use and preservation in the information society （電

子記録：情報社会におけるその本質、利用、保存について）

必須科目

Documentation and Description （ドキュメンテーションと記述） 必須科目

Exploitation, Preservation, and use of records in the repository （収蔵機関におけ

る記録の利活用と保存）

必須科目

International Recordkeeping （国際レコードキーピング） 選択科目

Management Skills （マネジメント・スキル） 必須科目

Modern Paleography （近代古文書学） 必須科目

The Archives and Records Challenges in the Digital Information Society 
(ARCHIDIS) Intensive Program 2011：Appraisal and Social Memory （「デジタル

情報社会におけるアーカイブズと記録に関わる課題」集中プログラム 2011 年：評価

選別）38 

選択科目
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【表 6】TNA における公記録移管対象政府機関の職員及び PRB の職員を対象とした研修プログラム概要一覧 44 
コース／プログラム名 目的 研修内容 対象者

Heads of Knowledge 
and Information 
Management (KIM) 
and Departmental 
Record Officers (DRO) 
Training（ナレッジ・

情報マネジメント部長

及び各省庁の記録担当

職員向け研修）

PRA 及び情報権利関連法令

におけるナレッジ・情報マ

ネジメント部長及び各省庁

の記録担当職員の役割と責

任への理解の増進と強固の

ためのコース

・General Data Protection
Regulation（EU 一般デー

タ保護規則）、ウェブ・ア

ーカイブ、FOI、並びに知

的財産などに関する TNA
の専門家による講義

・公開議論型の合同演習

・施設見学

ナレッジ・情報

マネジメント部

長及び各省庁の

記録担当職員

Records Management 
Masterclass: 
Cataloguing and File 
Preparation（記録管理

上級クラス：目録作成

とファイリング準備）

記録移管を物理的に準備す

る手段を説明し（ファイリ

ング方法）、移管のために選

別された記録の目録作成方

法を説明するコース

インストラクターによる左

記内容の指導

公記録の移管担

当職員

Digital Transfer 
Training（電子移管研

修）

実務演習を含む電子移管工

程に関する概略を提供する

上級コース

・電子記録の評価、選別、及

び、センシティビティ審査に

関する概要

・電子移管の際に使用され

ている主要ツールに関する

説明

・実務演習

・ボーン・デジタル記録の移

管、取り込み（ingest)、及び

受入れ（accession）に関する

概要

・それぞれの組織に特化し

た質疑応答

各省庁の記録担

当職員、レコー

ド・マネジャー、

及び IT マネジ

ャー

Responsible for 
Information - Civil 
Service Learning 
course（情報に責任を

持つ‐公務員学習コー

ス）

イギリス政府機関に従事す

る職員は必須のオンライ

ン・コース

政府の秘密区分、情報の安全

な取り扱い方法、情報のオン

ラインにおける脅威や詐欺、

並びに、情報資産所有者の役

割などについて

イギリス政府機

関に従事する職

員ならだれでも

受講可。特に情

報を取り扱う者

や情報を共有あ

るいは保護する

必要のある者

Implementing The 20-
year-rule-transferring 
to Places of Deposit 
（20 年保存ルール下で

の移管の実装）

PRA 遵守責任並びに記録の

移管工程の理解を手助けす

る

PRA の背景と 20 年保存ル

ールを順守するために組織

が行なうべきことについて

の説明、移管工程に関する段

階的指導、並びに、業務遂行

のための指導の提供

PRA において

20 年保存ルー

ルが対象となる

政府機関及び公

記録機関の職員
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イギリスでは、専門職団体である ARA が承認するプログラムを提供する高等教育機関

において専門課程（PGDip あるいは修士）を修了することでアーキビストとして「認定」

され、修了証がアーキビストとしての専門性を有する証明として認知されている。日本に

おける学芸員のような国家資格制度や米国における certificate（資格）制度は存在しない。 
2.2.1 で述べたとおり、専門課程への入学にはアーカイブ関連分野における実務経験が

なくてはならない。理論を学び理解する上で、実務経験の有無は受講生のパフォーマンス

に大きく関係する。実務経験の年数よりも内容の多様性がより重要視されているようである。

【表 7】BRA・ARA を除くその他の専門職団体一例45 
団体名 設立年 特色など

The Council for the Preservation of 
Business Archives 
（企業アーカイブズ保存のための評議

会）

1943 年

(1952 年に

改称) 

ロンドン大学（LSE）による経済史学と企業アー

カイブズを関連付ける動きを受け、ビジネス・ア

ーカイブズの保存管理を目的に設立。のちに

BRA のセクションの一つに組み込む思惑であっ

た。1952 年に Business Archives Council（企業

アーカイブズ評議会）に改称

The Records Management Society 
（レコード・マネジメント団体）

1983 年 レコード・マネジメントに強く関心を示したアー

キビスト（マイケル・クックなど）によって 1977
年に組織された The Records Management
Group（レコード・マネジメント・グループ）が

基 と な り 、 the International Records
Management Council （国際レコード・マネジメ

ント評議会）及び the Association of Records
Managers and Administrators（ARMA）との提

携を受け、設立。

The Association of County Archivists
（州アーキビスト団体）

1980 年 1980 年の The National Heritage Act 1980 （国

家遺産法）の施行を受け、地方自治体の記録局や

アーカイブズで働くアーキビストを代表する目

的で設立。

National Council on Archives 
（全国アーカイブズ評議会）

1988 年 上記の流れを受け、州アーキビスト団体、SoA、

並びに BRA などの団体が「National Archives 
Policy（国家アーカイブ方針）」の確立を働きか

け、設立された方針策定並びに開発のための団

体。

The Chartered Institute of Library 
and Information Professionals 
（英国図書館及び情報専門家会）

2002 年 The Library Association（図書館団体）、the 
Association of Special Libraries and 
Information Bureaux（専門図書館情報連盟団

体）、並びに Institute of Information Scientists
（情報科学者協会）が合体形成された団体で、レ

コード・マネジメントを含む情報マネジメントに

おいて活発に活動。

【表 6】TNA における公記録移管対象政府機関の職員及び PRB の職員を対象とした研修プログラム概要一覧 44 
コース／プログラム名 目的 研修内容 対象者

Heads of Knowledge 
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Management (KIM) 
and Departmental 
Record Officers (DRO) 
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とファイリング準備）

記録移管を物理的に準備す
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当職員

Digital Transfer 
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修）
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上級コース
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関する概要
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・実務演習

・ボーン・デジタル記録の移

管、取り込み（ingest)、及び

受入れ（accession）に関する

概要
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各省庁の記録担

当職員、レコー
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Responsible for 
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ン・コース
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イギリスには複数の専門職団体が存在する（【表 7】参照）。その歴史は 1932 年にまで

さかのぼることができ、イギリスの大学・大学院におけるアーキビスト養成教育の始まり

と発展はこれら専門職団体の貢献と関わりに依るところが大きい。

主に初期のアーカイブ界に深く関与した専門職団体は 1932 年に設立された BRA で、特

に 1947 年の高等教育機関におけるアーキビスト教育の誕生に大きく貢献した。PRO や政

界との関係も深く、1948 年にはその会員数が 970 名に達するほどであったが、1960 年代

以降、SoA（旧 The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）であり、

現在の ARA）がリーダーシップをとるようになる。SoA は、地方自治体記録局数の増加を

受け、1947 年に The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）として、

イギリスで初めてアーキビストだけで形成された専門職団体であり、現在のアーキビスト

養成とアーカイブ教育の公式構造（認定アーキビストと承認システム）の基礎を確立した。

SoA は、大学教育とは別に、認定アーキビストのルートを辿らず実務に携わっている者を

対象とした独自のアーキビスト養成ディプロマ・コースを提供していたことがあるが、組

織体制や財政上の問題から 2000 年にこのコースは閉設された。 
ARA（旧 SoA）では、現在、認定アーキビストをさらに専門家として養成する「ARA 

Professional Development Programme（ARA 専門家養成プログラム）」を行なっている。

これは、最新のベスト・プラクティスと企業や雇用者達との協議に基づき構築された

「Continuing Professional Development（専門家継続養成、以下「CPD」という。）」の

「Competency Framework（資格認定構造）」の下、アーキビストの認定レベルを高めよ

うとするシステムである。ARA の会員を対象とし自己申請制になっている。申請には

mentor（指導者）を必要とする。現時点では 3 つの認定レベルが存在する（【表 8】参照）。 

【表 8】ARA Professional Development Programme（ARA 専門家養成プログラム）における認定レベル46 
認定レベルの名称 対象 申請資格

Foundation Membership（初級） ボランティアや見習い訓練生を含めア

ーカイブ分野で仕事を始めたばかりの

者

1 年以上の職務経験 

Registered Membership（公認） 認定アーキビスト 3 年以上の職務経験 
Fellow Membership（フェロー）

ARA が提供する「認定」アーキビス

トの最高位

Registered Membership（公認）に認

定されており、CPD 審査を終えている

者

9 年以上の職務経歴 

22..33..22  認認証証・・資資格格制制度度  
11））概概要要

上述参照。

22））認認証証・・資資格格のの習習得得／／更更新新方方法法

上述参照。
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22..44  ままととめめ  
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用プログラム）の導入についても検討されることを期待したい。また、今後さらに IT の知

識と技術に精通したアーキビストの必要性が高まるのは避けられないと思われるため、同

じく TNA が提供している「Bridging the Digital Gap: Technical Traineeships in Archives
（デジタル格差を縮める：アーカイブズ施設における技術見習い訓練生雇用）」プログラ

ムのような要素も併せて参考にしたい。

その他、ARA が提供しているアーキビストとして認定された者をさらに専門性の高い専

門家として養成する研修システムも、日本におけるアーキビスト養成制度構築の際に参考

になるのではないだろうか。知識やスキルは陳腐化し、学ぶ必要性がなくなるということ

は決してない。医師の専門医制度のような、専門家として常に知識とスキルを更新できる

制度も、日本のアーキビスト養成制度を考案する際の検討材料のひとつとして考える必要

があるかもしれない。 

最後に、日本でも、雇用側による専門性の認識向上を併せて期待したい。イギリスのア

ーキビスト募集要項には認定アーキビストであることが必要条件として記載されている。

これは専門家を必要とする雇用者側の要求が高いこと、また、アーカイブズ及び記録管理

の専門性を雇用者あるいは社会が理解していることを示していると考えるからである。

【主な参考情報（順不同）】47

· E, Shepherd、Archives and Archivists in 20th Century England、2009 年、Ashgate
Publishing Limited、Surrey、UK

· TNA ウェブサイト、http://www.nationalarchives.gov.uk/
· ARA ウェブサイト、https://www.archives.org.uk/
· UCL ウェブサイト、https://www.ucl.ac.uk/information-studies/
· リバプール大学ウェブサイト、https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archive-studies/
· アベリィストウィス大学ウェブサイト、https://www.aber.ac.uk/en/dis/courses/
· ダンディー大学ウェブサイト、https://www.dundee.ac.uk/cais/
· グラスゴー大学ウェブサイト、

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservation/

1 Public records は必ずしも日本の「公文書」と同じではないため、本稿では public records は公記録

という言葉で表すこととする。
2 本稿において、records を指す際、documents（文書）と区別するため、「記録」という語を使用する

こととする。
3 「附則 1 項 2(2) 及び 3 項(2)に記載されている機関や団体が作成する記録」とは、完全にあるいは主

にスコットランド州において運営している団体、あるいは、スコットランド事情に関連のある団体の

記録、Government of Wales Act 2006（ウェールズ政府法）においてウェールズ州の公記録と定義さ

れている記録、ならびに、公記録法の対象となる博物館および美術館の収蔵品などを指す。
4 本稿では、施設や機関としての archives、あるいは、資料としての archives を意味する場合、アーカ

イブズという言葉を使用し、それ以外については、英語表記に特別な意味がある場合を除き、アーカ

イブとする。
5 2003 年から 2006 年の間に、公記録局、The Royal Commission on Historical Manuscripts（王立手
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稿史料委員会）、Her Majesty's Stationery Office（王立印刷局）、ならびに、the Office of Public 
Sector Information（公共機関情報局）が統合され、TNA に改組。 

6 TNA、Our History、http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/what-we-do/our-history/
（2019 年 7 月 31 日）。 

7 「グリッグ・システム」は 1950 年代に考案された、一次評価と二次評価という二段階方式による公

記録の評価選別システムである。グリッグ・システムはファイル単位の評価選別作業が要求されるた

め、2000 年前後を境に徐々にシリーズ単位で評価する「functional appraisal（事業単位別評価選

別）」方式との併用へ移行されていった。TNA、Appraisal Policy Background Paper - The ‘Grigg System’ 
and Beyond、http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-
management/background_appraisal.pdf（2019 年 7 月 28 日）；Honer, E and Susan Graham、Liber 
Quarterly 11 (2001)、pp.388-390。 

8 TNA、Our History、http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/what-we-do/our-history/
（2019 年 6 月 20 日）；TNA、Historical Manuscripts Commission、
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/our-archives-sector-role/historical-
manuscripts-commission/（2019 年 7 月 31 日）；森本祥子、「イギリスにおける民間アーカイブ

ズ：その保存へのとりくみ（Private Archives in the United Kingdom）」、『アーカイブズ学研

究』19 号、2013 年 11 月、pp.70-87。 
9 TNA、Archive Service Accreditation、http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/archive-service-

accreditation/（2019 年 7 月 28 日）。2013 年から申請が開始された ASA は、イギリスのアーカイブ・

サービスのベスト・プラクティスと標準を定義づけるものであり、Archive Service Accreditation Panel
（アーカイブ・サービス承認委員会）によって審査認証される。民間及び公的機関のどちらにも当て

はまり、特に PRA で定められている「Places of Deposits（公記録収蔵場所）」に想定される機関・団

体にとっては法遵守における有効なツールと言えるだろう。2018 年度末までの申請数は全国（スコッ

トランド地方及び北アイルランド地方を含む）で 165 件である（TNA、Statistics and Outcomes: 
Report on UK Applications and Awards for Archive Service Accreditation (June 2018 - May 
2019)、https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/archive-service-accreditation-
statistics-and-outcomes-2018-19.pdf（2019 年 7 月 28 日）。

10 TNA、Find an Archive、https://discovery.nationalarchives.gov.uk/find-an-archive（2019 年 6 月 29
日）。

11 旧 The Society of Archivists（アーキビスト団体）。 
12 E, Shepherd、Archives and Archivists in 20th Century England、pp.28-30。 
13 『Report on Local Records of 1902（1902 年における地方記録に関する報告書）』（E, Shepherd、

前掲書、pp.171-175）。また、『Report on Local Records 1912（地方記録に関する報告書 1912
年）』の中で、当時 record officer（記録担当職員）を養成する仕組みが存在しなかったことも報告さ

れている（E, Shepherd、前掲書、pp.30-33）。 
14 E, Shepherd、前掲書、p172。 
15 E, Shepherd、前掲書、pp.133-136。 
16 E, Shepherd、前掲書、p175。 
17 旧 The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）、現在は ARA。 
18 E, Shepherd、前掲書、pp.175-181 に記載されている情報から筆者が作成したものである。 
19 E, Shepherd、前掲書、p191。 
20 E, Shepherd、前掲書、pp.199-204。 
21 E, Shepherd、前掲書、p202。 
22 E, Shepherd、前掲書、p65。 
23 ARA, Operating Procedures and Assessment Criteria of the Archives and Records Association 
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f P

la
ce

・
 R

ec
or

dk
ee

pi
ng

 C
on

ce
pt

s a
nd

Pr
ac

tic
e

・
 Te

ch
no

lo
gi

es
 fo

r I
nf

or
m

at
io

n
Se

rv
ic

es
・
 R

ef
er

en
ce

 S
er

vi
ce

s
・
 In

fo
rm

at
io

n 
D

es
ig

n
・
 C

ol
le

ct
io

n 
M

an
ag

em
en

t
・
 E

nt
er

pr
is

e 
Co

nt
en

t M
an

ag
em

en
t

・
 M

an
ag

em
en

t o
f I

nf
or

m
at

io
n

Se
rv

ic
es

・
 A

rc
hi

ve
s C

on
ce

pt
s a

nd
 P

ra
ct

ice
・
 A

dv
an

ce
d 

D
is

ci
pl

in
e 

Pr
oj

ec
t 1

・
 In

fo
rm

at
io

n 
Li

te
ra

cy
・
 In

fo
rm

at
io

n 
Th

eo
ry

 a
nd

Re
se

ar
ch

・
 A

dv
an

ce
d 

D
is

ci
pl

in
e 

Pr
oj

ec
t 2

・
 R

es
ou

rc
e 

D
es

cr
ip

tio
n 

an
d 

Ac
ce

ss
・
 C

on
se

rv
at

io
n 

an
d 

Pr
es

er
va

tio
n

選
択
コ
ー
ス
 

必
修
 

・
 R

ec
or

ds
, A

rc
hi

ve
s a

nd
 S

oc
ie

ty
・
 R

ec
or

ds
 a

nd
 A

rc
hi

ve
s P

ra
ct

ic
e

・
 O

rg
an

is
at

io
na

l a
nd

 P
er

so
na

l
Re

co
rd

s

・
 R

ec
or

ds
, A

rc
hi

ve
s a

nd
 S

oc
ie

ty
・
 R

ec
or

ds
 a

nd
 A

rc
hi

ve
s P

ra
ct

ic
e

・
 O

rg
an

is
at

io
na

l a
nd

 P
er

so
na

l
Re

co
rd

s

・
Ar

ch
iv

es
 C

on
ce

pt
s a

nd
 P

ra
ct

ice
・

In
fo

rm
at

io
n 

D
es

ig
n

・
En

te
rp

ri
se

 C
on

te
nt

 M
an

ag
em

en
t

・
Co

nv
er

ge
nc

e 
an

d 
Cu

ltu
ra

l
In

st
itu

tio
ns

・
In

fo
rm

at
io

n 
Se

rv
ic

es
 P

ro
fe

ss
io

na
l

Pr
ac

tic
um

・
Co

ns
er

va
tio

n 
an

d 
Pr

es
er

va
tio

n
・

Re
fe

re
nc

e 
Se

rv
ic

es
・

Re
so

ur
ce

 D
es

cr
ip

tio
n 

an
d 

Ac
ce

ss
・

Co
lle

ct
io

n 
M

an
ag

em
en

t
・

In
fo

rm
at

io
n 

Li
te

ra
cy

・
In

fo
rm

at
io

n 
Th

eo
ry

 a
nd

 R
es

ea
rc

h
・

M
an

ag
em

en
t o

f I
nf

or
m

at
io

n
Se

rv
ic

es

選
択
 

Se
le

ct
 5

 fr
om

 b
el

ow
: 

・
 M

ar
ke

tin
g 

of
 L

ib
ra

ri
es

 a
nd

In
fo

rm
at

io
n 

Ag
en

ci
es

 
・
 C

om
m

un
ity

 H
is

to
ri

es
・
 P

re
se

rv
at

io
n 

of
 In

fo
rm

at
io

n
Re

so
ur

ce
s

・
 P

ro
je

ct
 M

an
ag

em
en

t i
n

In
fo

rm
at

io
n

Ag
en

ci
es

・
 H

um
an

 R
es

ou
rc

e 
M

an
ag

em
en

t
in

In
fo

rm
at

io
n

Ag
en

ci
es

・
 A

ud
io

vi
su

al
 A

rc
hi

vi
ng

・
 P

re
se

rv
at

io
n 

of
 A

ud
io

vi
su

al
M

at
er

ia
ls

・
 A

ud
io

vi
su

al
 A

rc
hi

vi
ng

 2
・
 D

ig
ita

l P
re

se
rv

at
io

n
・
 R

es
ea

rc
h 

D
at

a 
M

an
ag

em
en

t

Se
le

ct
 1

 fr
om

 b
el

ow
: 

・
 A

ud
io

vi
su

al
 A

rc
hi

vi
ng

・
 P

re
se

rv
at

io
n 

of
 A

ud
io

vi
su

al
M

at
er

ia
ls

・
 A

ud
io

vi
su

al
 A

rc
hi

vi
ng

 2
・
 D

ig
ita

l P
re

se
rv

at
io

n
・
 R

es
ea

rc
h 

D
at

a 
M

an
ag

em
en

t
・
 C

om
m

un
ity

 H
is

to
ri

es
・
 P

re
se

rv
at

io
n 

of
 In

fo
rm

at
io

n
Re

so
ur

ce
s

・
 W

IS
E 

(W
eb

-b
as

ed
 In

fo
 S

ci
 E

d)
・
 W

IS
E 

(W
eb

-b
as

ed
 In

fo
 S

ci
 E

d)

Se
le

ct
 4

 e
le

ct
iv

e 
un

its
 (

un
its

 n
ot

 
sp

ec
ifi

ed
) 

【
表

1】
認
証

全
課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
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大
学
名
 

M
on

as
h 

U
ni

ve
rs

ity
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

So
ut

h 
Au

st
ra

lia
学
位
名
称
 

M
as

te
r o

f B
us

in
es

s I
nf

or
m

at
io

n
Sy

st
em

s(
Ar

ch
iv

es
an

d 
re

co
rd

ke
ep

in
g)

 
M

as
te

r o
f B

us
in

es
s I

nf
or

m
at

io
n

Sy
st

em
s(

Ar
ch

iv
es

an
d 

re
co

rd
ke

ep
in

g/
Li

br
ar

y
an

d 
in

fo
rm

at
io

n
sc

ie
nc

e)
 

M
as

te
r o

f I
nf

or
m

at
io

n 
M

an
ag

em
en

t
(A

rc
hi

ve
sa

nd
Re

co
rd

s 
M

an
ag

em
en

t) 

必
修
 

・
 In

tr
od

uc
tio

n 
to

 
bu

si
ne

ss
 

in
fo

rm
at

io
n

sy
st

em
s 

・
 S

ys
te

m
s a

na
ly

si
s a

nd
 d

es
ig

n
・
 P

ro
gr

am
m

in
g 

fo
un

da
tio

ns
 

in
Ja

va
・
 In

tr
od

uc
tio

n 
to

 d
at

ab
as

es
・
 P

ro
je

ct
 m

an
ag

em
en

t

・
In

tr
od

uc
tio

n 
to

 b
us

in
es

s
in

fo
rm

at
io

n
sy

st
em

s
・

Sy
st

em
s a

na
ly

si
s a

nd
 d

es
ig

n
・

Pr
og

ra
m

m
in

g 
fo

un
da

tio
ns

 in
Ja

va
・

In
tr

od
uc

tio
n 

to
 d

at
ab

as
es

・
Pr

oj
ec

t m
an

ag
em

en
t

・
In

fo
rm

at
io

n 
an

d 
Re

co
rd

s
M

an
ag

em
en

t
・

Te
ch

no
lo

gi
ca

l F
ou

nd
at

io
ns

・
In

fo
rm

at
io

n 
M

an
ag

em
en

t
Fo

un
da

tio
ns

・
In

fo
rm

at
io

n 
Re

so
ur

ce
s a

nd
Se

rv
ic

es
・

Ar
ch

iv
al

 M
an

ag
em

en
t

・
In

fo
rm

at
io

n 
M

an
ag

em
en

t
Ex

pe
ri

en
ce

Re
po

rt
s

・
In

fo
rm

at
io

n 
M

an
ag

em
en

t
Pr

of
es

si
on

al
Pr

ac
tic

e
・

In
fo

rm
at

io
n 

M
an

ag
em

en
t P

ro
je

ct

選
択
コ
ー
ス
 

必
修
 

・
O

rg
an

is
at

io
na

l i
nf

or
m

at
ic

s
・

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

kn
ow

le
dg

e
m

an
ag

em
en

ts
ys

te
m

s
・

Re
co

rd
ke

ep
in

g 
in

fo
rm

at
ic

s
・

D
at

a 
cu

ra
tio

n 
an

d 
m

an
ag

em
en

t
・

D
at

a 
in

 so
ci

et
y

・
D

ig
ita

l c
on

tin
ui

ty
・

IT
 re

se
ar

ch
 m

et
ho

ds
・

M
as

te
rs

 th
es

is
 p

ar
t 1

・
M

as
te

rs
 th

es
is

 p
ar

t 2
・

M
as

te
rs

 th
es

is
 fi

na
l

・
O

rg
an

is
at

io
na

l i
nf

or
m

at
ic

s
・

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

kn
ow

le
dg

e
m

an
ag

em
en

ts
ys

te
m

s
・

In
fo

rm
at

io
n 

ac
ce

ss
 a

nd
 u

se
・

Re
co

rd
ke

ep
in

g 
in

fo
rm

at
ic

s
・

D
at

a 
cu

ra
tio

n 
an

d 
m

an
ag

em
en

t
・

D
at

a 
in

 so
ci

et
y

・
D

ig
ita

l c
on

tin
ui

ty
・

IT
 re

se
ar

ch
 m

et
ho

ds
・

M
as

te
rs

 th
es

is
 p

ar
t 1

・
M

as
te

rs
 th

es
is

 p
ar

t 2
・

M
as

te
rs

 th
es

is
 fi

na
l

選
択
 

Se
le

ct
 1

 fr
om

 b
el

ow
: 

・
IT

 fo
r m

an
ag

em
en

t d
ec

is
io

n
m

ak
in

g
・

Bu
si

ne
ss

 in
te

lli
ge

nc
e 

m
od

el
lin

g
・

En
te

rp
ri

se
 sy

st
em

s
・

IT
 st

ra
te

gy
 a

nd
 g

ov
er

na
nc

e
・

In
fo

rm
at

io
n 

ac
ce

ss
 a

nd
 u

se
・

In
fo

rm
at

io
n 

or
ga

ni
sa

tio
n

・
In

fo
rm

at
io

n 
sy

st
em

s
de

ve
lo

pm
en

tp
ra

ct
ic

es
・

En
te

rp
ri

se
 a

rc
hi

te
ct

ur
e 

an
d

m
an

ag
em

en
t

・
In

tr
od

uc
tio

n 
to

 d
at

a 
sc

ie
nc

e
・

U
se

r i
nt

er
fa

ce
 d

es
ig

n 
an

d
us

ab
ili

ty
・

IT
 fo

r f
in

an
ci

al
 d

ec
is

io
ns

・
Bu

si
ne

ss
 p

ro
ce

ss
 m

od
el

lin
g,

de
si

gn
an

d
si

m
ul

at
io

n
・

Ap
pl

ie
d 

pr
oj

ec
t m

an
ag

em
en

t
・

Co
m

pu
te

r b
as

ed
 g

lo
ba

l p
ro

je
ct

m
an

ag
em

en
t

・
Bu

si
ne

ss
 in

te
lli

ge
nc

e 
an

d 
da

ta
w

ar
eh

ou
si

ng

Se
le

ct
 1

 f
ro

m
 b

el
ow

: 
・

Pr
es

er
va

tio
n 

Pr
in

ci
pl

es
・

D
ig

ita
l 

Pr
es

er
va

tio
n
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【
表

2】
修
士

課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 
大
学
名
 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
タ
ー
ト
大
学

カ
ー
テ
ィ
ン
技
術
大
学

モ
ナ
ッ
シ
ュ
大
学

南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
学
 

学
位
名
称
 

情
報
学
修
士
課
程
（
レ
コ
ー
ド
及
び
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

情
報
学
修
士
課
程
（

レ
コ

ー
ド
・
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

及
び

ア
ー
カ

イ
ブ
ズ

系
）

ビ
ジ

ネ
ス

情
報

シ
ス

テ
ム

学
修

士
課

程
（

ア
ー

カ
イ

ブ
ズ

及
び

レ
コ

ー
ド

キ
ー

ピ
ン

グ
）

ビ
ジ

ネ
ス

情
報

シ
ス

テ
ム

学
修

士
課

程
（

ア
ー

カ
イ

ブ
ズ

及
び
レ

コ
ー
ド

キ
ー
ピ

ン
グ

/図
書
館
情
報
学
）

情
報
学
修
士
課
程
（
レ
コ
ー
ド
及
び

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

必
修
 

·
情
報
学
基
礎

·
情
報
資
源
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス

·
専
門
機
関
訪
問

·
専
門
実
習

·
情
報
関
係
組
織
管
理

·
メ
タ
デ
ー
タ
及
び
情
報
源
探
索

·
情
報
社
会

·
所
蔵
資
料
構
築
及
び
管
理

·
実
務
の
場
で
の
研
究

·
レ

コ
ー

ド
キ

ー
ピ
ン

グ
の
概

念
と
実

務
·

情
報

サ
ー
ビ

ス
技
術

·
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
・
サ

ー
ビ
ス

·
情

報
デ

ザ
イ

ン
·

所
蔵

資
料
管

理
·

電
子

文
書
管

理
シ
ス

テ
ム

·
情

報
サ

ー
ビ

ス
管
理

·
ア

ー
カ

イ
ブ

ズ
の
概

念
と
実

務
·

修
士

レ
ベ
ル

研
究
法

指
導
 

1
·

情
報

リ
テ
ラ

シ
ー

·
情

報
理

論
及

び
研
究

·
修

士
レ

ベ
ル

研
究
法

指
導
 

2
·

情
報

源
記
述

及
び
ア

ク
セ
ス

·
保

存
修

復
·

· 
業

務
情

報
シ

ス
テ
ム

入
門
 

·
シ

ス
テ

ム
分

析
及
び

シ
ス
テ

ム
デ
ザ

イ
ン

·
JA

VA
プ

ロ
グ

ラ
ミ
ン

グ
基
礎

·
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
入
門

·
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
管
理

·
業
務
情
報
シ
ス
テ
ム
入
門

·
シ
ス
テ
ム
分
析
及
び
シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン

·
JA

VA
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
基
礎

·
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
入
門

·
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理

· 情
報

及
び

レ
コ

ー
ド

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト · 技
術
基
礎

· 情
報
管
理
基
礎

· 情
報
資
源
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス

· 情
報
管
理
実
務
体
験
報
告

· 情
報
管
理
専
門
実
習

· 情
報
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

選
択
コ
ー
ス
 

必
修
 

·
レ
コ
ー
ド
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
、
社
会

·
レ
コ
ー
ド
及
び
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
実
務

·
組
織
レ
コ
ー
ド
及
び
個
人
レ
コ
ー
ド

· 
· 
組

織
情

報
科

学
 

·
情

報
知

識
管

理
シ
ス

テ
ム

·
レ

コ
ー

ド
キ

ー
ピ
ン

グ
情
報

科
学

·
デ

ー
タ

・
キ

ュ
レ
ー

シ
ョ
ン

及
び
管

理
·
社

会
に

お
け

る
デ
ー

タ
·
デ

ジ
タ

ル
持

続
法

·
IT

研
究

法
·
修

士
論

文
 

1
·
修

士
論

文
 

2
·
修

士
論

文
 
最

終

·
組
織
情
報
科
学

·
情
報
知
識
管
理
シ
ス
テ
ム

·
レ
コ
ー
ド
キ
ー
ピ
ン
グ
情
報
科
学

·
デ
ー
タ
・
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
管
理

·
社
会
に
お
け
る
デ
ー
タ

·
デ
ジ
タ
ル
持
続
法

·
IT

研
究
法

·
情
報
ア
ク
セ
ス
及
び
活
用

·
修
士
論
文
 

1
·
修
士
論
文
 

2
·
修
士
論
文
 

最
終

·

選
択
 

【
以
下
よ
り

1
つ
選
択
】

·
視
聴
覚
ア
ー
カ
イ
ビ
ン
グ

·
視
聴
覚
資
料
の
保
存

·
視
聴
覚
ア
ー
カ
イ
ビ
ン
グ

2
·
デ

ジ
タ
ル
保
存

·
研

究
デ
ー
タ
管
理

·
地

域
の
歴
史

·
情

報
源
の
保
存

·
提

携
他
大
学
で
の
講
義
受
講

· 
【

以
下

よ
り

1
つ

選
択
】

·
管

理
意

思
決

定
の
た

め
の

IT
·
業

務
知

識
モ

デ
リ
ン

グ
·
組

織
IT

シ
ス

テ
ム

·
IT

戦
略

及
び

ガ
バ

ナ
ン
ス

·
情

報
ア

ク
セ

ス
及
び

活
用

·
情

報
組

織
化

·
情

報
シ

ス
テ

ム
開
発

実
践

·
組

織
構

造
及

び
基
盤

·
デ

ー
タ

科
学

入
門

·
ユ

ー
ザ

－
・
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
・
デ

ザ
イ

ン
及

び
利

用
性

·
財

務
意

思
決

定
の
た

め
の

IT
·
業

務
プ

ロ
セ

ス
の
モ

デ
リ
ン

グ
、
デ

ザ
イ
ン
及

び
同

期
·
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
管
理

応
用

·
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
に
よ

る
グ
ロ

ー
バ
ル
・
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
管
理

·
業

務
イ

ン
テ

リ
ジ
ェ

ン
ス
及

び
デ
ー

タ
保
存

· 
【
以
下
よ
り

1
つ
選
択
】

· 保
存
理
論

· デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
保
存
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大
学
名
 

M
on

as
h 

U
ni

ve
rs

ity
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

So
ut

h 
Au

st
ra

lia
学
位
名
称
 

M
as

te
r o

f B
us

in
es

s I
nf

or
m
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６６  中中国国

66..11  中中国国ににおおけけるるアアーーカカイイブブズズ制制度度のの概概要要  
66..11..11  用用語語のの定定義義  
  中華人民共和国（以下「中国」という。）におけるアーカイブズ制度は「中華人民共和国

档案法」（以下「档案法」という。）に基づいて定まっている。档案法第２条では、档案と

いう言葉を次のように定義しており、その英語訳には archives があてられている1。 

この法律において档案とは、過去と現在の国家機構・社会組織及び個人が政治・軍事・

経済・科学・技術・文化・宗教等の活動に従事し、直接に作成した国家と社会にとっ

て保存価値のある各種文字・図表・音声・映像等の異なった形式の歴史記録をいう。

 ただし、この档案という用語の中には、「歴史記録」という意味以外にも、個人の履歴や

思想・言動などについての記録を指すことも多く、個人を縛り、攻撃する材料に使われる

こともある2。

そして、この档案を集中して管理・保管・収集等する機構として設立されるのが档案館

である。档案法第８条では次のように規定している。なお、英語訳としては、archives 
repositories とされている3。 

中央及び県レベル以上の地方各レベル、各種の档案館は、集中して档案を管理する文

化事業機構であり、各管理の範囲内の档案を、接収、収集、整理、保管、及び利用に

供する責任を負う。

また、档案法第９条において、档案工作人員という用語を次のように規定している。

档案工作人員は、職責に忠誠をつくし、規律を遵守し、専門知識を持たなければなら

ない

档案法英語訳によると、档案工作人員には archivist が充てられている4。但し、2015 年

版の『中華人民共和国職業分類大典』では、独立した小項目として档案専業人員が設定さ

れており、「档案の受入れ、収集、整理、目録作成、評価、保管、保護、利用、編纂・研究

に従事する専門の人員」と説明されている5。よって、一般的な職業名としては、档案専業

人員という用語が使われているようである。

66..11..22  アアーーカカイイブブズズ制制度度とと機機関関・・施施設設  
中国における档案・档案館（アーカイブズ）管理及び档案工作人員・档案専業人員（ア

ーキビスト）養成の特徴は、中国共産党（以下「中共」という。）が主導しているという点

にある。中国の档案管理の中心となる組織である国家档案局は 1954 年に国務院の直属機

（参考） 
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3 2019  
No. 

(1) 1 2   6  

2 6  6  

3 3   6  

4 10   6  

(2)

5  6  6  

6 9  6  

7 4   6  

8 11  6  

9 3  6  

10  8   6  

(3) 11  4   6  

12 11  6  

13  7  6  
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16 11  6  
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(7) 25 1 6  
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